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低圧変流器付計量器の取付が必要となる基準の変更について

平素は弊社事業にご協⼒頂き、誠にありがとうございます。
この度、計量器の新規取付時における、低圧変流器付計量器の適⽤基準を下記のと
おり変更しましたのでお知らせいたします。

現⾏基準 新基準
• 契約容量が２４ｋVAを超過する電灯需要
• 契約電⼒が４５ｋWを超過する動⼒需要
• 幹線の太さが１００ｓｑ以上となる需要

• 契約容量が２４ｋVAを超過する電灯需要
• 契約電⼒が３７ｋWを超過する動⼒需要
• 幹線の太さが１００ｓｑ以上となる需要

（変更理由）
スマートメーターの導⼊に伴い、計器の容量選定基準の⾒直しを⾏ったため。

※主開閉器契約を希望される場合、主開閉器の容量および動作特性を
勘案の上、別途適用要否を判断させていただきます。


